
バスタ新宿の管理運営に関する検討会 規約 
 

（名称） 

第１条 本会は、「バスタ新宿の管理運営に関する検討会」（以下「検討会」という。）

と称する。 

 

（目的） 

第２条 検討会は、一般国道 20 号新宿南口交通ターミナルと新宿高速バスターミナル

との兼用工作物管理協定第 17 条第２項に基づき、バスタ新宿の運営状況を確認

し、更なる利便性向上や機能強化に向け、バスタ新宿の適切な管理運営に関する

必要な措置について検討することを目的とする。 

 

（審議事項） 

第３条 検討会は、第２条の目的を達成するため、以下の事項について検討を行う。 

（１） バスタ新宿の適切な運営管理に関する検討 

（２） その他、第２条の目的を達成するために必要な事項 

 

（組織） 

第４条 １．検討会は、第２条の目的を達成するため、有識者、交通事業者、行政機関

をもって組織し、構成は別紙のとおりとする。 

２．委員の追加・変更は、検討会の承認を得るものとする。 

３．委員は、やむを得ない事情により検討会に出席できないときは、代理者を

出席させることができる。 

 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、検討会の目的が達成されるまでとする。 

 

（座長） 

第６条 １．検討会の座長は、検討会委員の中から互選をもって充てる。 

２．座長が職務を遂行できない場合は、予め座長が指名する委員が、その職務

を代理する。 

３．座長は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聞くこ

とができる。 

４．座長は、やむを得ない事由により検討会の会議の開催が困難な場合におい

ては、資料等を委員、当該議事に関係のある委員以外の関係者に送付し、そ

の意見を徴し、それをもって検討会の開催に代えることができる。 

 

（検討会の運営） 

第７条 １．検討会は、第３条に規定する事項を審議するため、必要に応じ、事務局が

招集する。 

２．検討会は、運営にあたり必要な資料等を事務局に求めることができる。 

 

（守秘義務） 

第８条 委員は、個人情報など公開することが望ましくない情報を漏らしてはならない。

また、その職務を退いた後も同様とする。 



 

（検討会の公開） 

第９条 この検討会は、非公開で行うものとする。なお、公開の必要がある場合には、

検討会の承認をもって行うものとする。 

 

（検討会資料の公表） 

第 10 条 検討会における資料については、検討会終了後、公表するものとする。 

 

（事務局） 

第 11 条 １．検討会の運営に係わる事務を行わせるため、事務局を置くものとする。 

２．事務局は、国土交通省関東地方整備局道路計画第二課及び東京国道事務

所計画課に置くものとする。 

 

（その他） 

第 12 条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度、審議して定めるものと

する。 

また、本規約の改正等は、検討会の審議を経て行うことができるものとする。 

 

附 則 

この規約は、令和６年３月１９日より適用する  
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